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 医療提供体制及び介護保険制度改革の概要と論点  

― 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律案 ― 厚生労働委員会調査室 寺澤 泰大・根岸 隆史  
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 ア 医療従事者の業務の範囲及び業務の実施体制の見直し88 

 （ア）診療放射線技師の業務範囲の見直し（診療放射線技師法関係）  
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イ 改正案の内容  
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（11）介護保険におけるその他の改正点  

ア 低所得者の第１号保険料負担の軽減措置の拡大  

イ 介護福祉士の資格取得方法見直しの先送り  

ウ 介護従事者の人材確保方策についての検討  

（12）法律案の施行期日  

法律案の主な施行期日  

施行期日 改正事項 

①� 公布の日 

○診療放射線技師法（業務実施体制の見直し）○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改

正する法律（介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の変更） 

②� 平成２６年４月１日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日  

○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（厚生労働大臣による

総合確保方針の策定、基金による財政支援）○医療法（総合確保方針に即した医療計画の作

成）○介護保険法（総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成）  

③平成２６年１０月１日  

○医療法（病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改

善、地域医療支援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併）

○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（臨床教授等の

創設）○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（持

分なし医療法人への移行）  

④平成２７年４月１日   

○医療法（地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院）○介護保

険法（地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の

強化、介護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用）※な

お、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及

び認知症施策の推進）は平成３０年４月、予防給付の見直しは平成２９年４月までにすべての市

町村で実施○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律（業務範囲の拡

大・業務実施体制の見直し）○歯科技工士法（国が歯科技工士試験を実施）  

⑤平成２７年８月１日   

○介護保険法（一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等

を勘案）   

⑥平成２７年１０月１日   

○医療法（医療事故の調査に係る仕組み）○看護師等の人材確保の促進に関する法律（看護師

免許保持者等の届出制度）○保健師助産師看護師法（看護師の特定行為の研修制度）   



⑦平成２８年４月１日までの間にあって政令で定める日   

○介護保険法（地域密着型通所介護の創設）   

⑧平成３０年４月１日   

○介護保険法（居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲） 

（出所）厚生労働省医政局「全国医政関係主管課長会議資料」（平26.3.3）  

 

５．その他の主な論点  

（１）一括法案である必要性  

（２）医療・介護連携を進める行政の体制  

（３）医療法人制度・社会福祉法人制度の見直し  

（４）都道府県の役割強化と国民健康保険の保険者の都道府県移行  

（５）人生の最終段階における個人の尊厳と患者の意思の尊重  

（６）平成23年介護保険法改正の効果  

（７）家族介護者支援と介護離職への対応  

（８）要介護認定の在り方  

（９）介護支援金の総報酬割  

おわりに  

 

 


